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◇「上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則」の概要 

 

１ 改正の理由 

令和７年１０月１６日付けで埼玉県人事委員会からの人事管理に関する報告

を踏まえ、小学校就学後の子を養育する学校職員の無給の休暇制度を新設する

ことになった。 

そのことを受け、埼玉県議会令和８年２月定例会において「学校職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」が議案として提出され、可

決された。 

そのことに伴い、以下の内容が追加された。 

１ 学校職員の休暇に「子育て部分休暇」が追加。 

２ 子育て部分休暇を請求するための「子育て部分休暇承認請求書」が追加。 

３ 子育て部分休暇に関し、事由が生じた際に届け出るための「子育て部分休

暇変更届」が追加。 

これらを市でも運用するため、上尾市立小・中学校職員服務規程を一部改正

し、運用できるようにするために改正するものである。 

 

２ 改正点 

１ 学校職員の休暇に「子育て部分休暇」を追加する。 

２ 子育て部分休暇を請求するための「子育て部分休暇承認請求書」を追加する。 

３ 子育て部分休暇に関し、事由が生じた際に届け出るための「子育て部分休暇 

変更届」を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】 
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○現行では、子が０歳から６歳に達するまでの期間において１日の勤務時間の

うち、２時間を超えない範囲内で取得可能な部分休業がある。 

○新設された内容としては、小学校就学の始期から９歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子を持つ学校職員を対象に、１日の勤務時間の

うち、２時間を超えない範囲内で取得可能な休暇（無給）である。 

 

３ 施行期日   

令和８年４月１日 
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上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則新旧対照表  

上尾市立小・中学校職員服務規程（昭和32年上尾市教委規則第4号） 

改 正 案 現  行 

（休暇） （休暇） 

第１０条 略 第１０条 略 

２～８ 略 ２～８ 略 

９  職員が、条例第１６条の２に規定

する子育て部分休暇の承認を受けよ

うとするときは、第３号様式の２に

よる子育て部分休暇承認請求書をも

って、教育委員会に請求しなければ

ならない。 

＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

１０  子育て部分休暇の承認を受けて

いる職員は、次の各号に掲げる場合

には、第３号様式の３による子育て

部分休暇変更届をもって、遅滞なく

教育委員会に届けなければならな

い。 

＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

(1) 産前の休業を始めた場合 ＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 出産した場合 ＿_ ＿＿＿＿＿＿ 

(3) 子育て部分休暇に係る子が死亡

した場合 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

(4) 子育て部分休暇に係る子が当該

職員の子でなくなつた場合 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(5) 子育て部分休暇に係る子を養育

しなくなった場合 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

１１  職員が、条例第１７条に規定す

る介護休暇を受けようとするとき

は、第３号様式の４による介護休暇

簿をもって、校長にあっては教育長

に、その他の職員にあっては校長

に、それぞれ願い出なければならな

い。 

９＿  職員が、条例第１７条に規定す

る介護休暇を受けようとするとき

は、第３号様式の２による介護休暇

簿をもって、校長にあっては教育長

に、その他の職員にあっては校長

に、それぞれ願い出なければならな

い。 

１２  職員が、条例第１７条の２に規

定する介護時間を受けようとすると

きは、第３号様式の５による介護時

間簿をもって、校長にあっては教育

長に、その他の職員にあっては校長

に、それぞれ願い出なければならな

い。 

 

１０  職員が、条例第１７条の２に規

定する介護時間を受けようとすると

きは、第３号様式の３による介護時

間簿をもって、校長にあっては教育

長に、その他の職員にあっては校長

に、それぞれ願い出なければならな

い。 
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改 正 案 

第３号様式の２（第10条関係） 
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現  行 

第３号様式の２（第10条関係） 
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改 正 案 

第３号様式の３（第10条関係） 
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現  行 

第３号様式の３（第10条関係） 
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新 設 

第３号様式の４（第10条関係） 
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新 設 

第３号様式の５（第10条関係） 
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◇新設される「子育て部分休暇」について 

 
１ 現状 

取得可能な職員（子が０歳から６歳に達するまで）においては、勤務時間の始め又は終 
わりにおいて２時間の範囲内で取得している。（３０分単位） 

 
２ 改正点 

令和７年１０月１６日付けで埼玉県人事委員会からの人事管理に関する報告を踏まえ、

小学校就学後の子を養育する学校職員の無給の休暇制度を新設することになった。 

そのことを受け、埼玉県議会令和８年２月定例会において「学校職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例」が議案として提出され、可決された。 

そのことに伴い、以下の内容が追加された。 

（１）学校職員の休暇に「子育て部分休暇」が追加 

（２）子育て部分休暇を請求するための「子育て部分休暇承認請求書」が追加 

（３）子育て部分休暇に関し、事由が生じた際に届け出るための「子育て部分休暇変更

届」が追加 

なお、新設された内容としては、小学校就学の始期から９歳に達する日以後の最初の３ 

月３１日までの間にある子を持つ学校職員を対象に、１日の勤務時間のうち、２時間を超

えない範囲内で取得可能な休暇（無給）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 得られる効果など 
新設される「子育て部分休暇」を取得することで、子育てと仕事の両立がより可能とな 

り、多様な働き方ができる環境を整えることができる。さらに、現行の部分休業を活用す
ることで最大９年間の取得が可能となり、ワークライフバランスの一層の推進を図ること
ができる。 
 

４ 今後のスケジュールについて 
（１）令和８年３月３０日に実施する第２回臨時教育委員会に議案提出 
（２）議決後、速やかに各学校に通知し、令和８年４月１日から運用開始とする 
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